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五
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借
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二
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に
渡
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支
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続
け
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い
た
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す
る
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に
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し
、
別
紙
答
弁
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を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
に
お
い
て
本
来
節
約
で
き
た
は
ず
の
月
額
約
四
百
五
十
七
万

円
も
の
賃
借
料
が
二
年
に
渡
り
支
払
わ
れ
続
け
て
い
た
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
（
以
下
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
が
大
使
館
の
事

務
所
の
移
転
の
四
年
前
に
は
先
方
と
協
議
を
開
始
し
、
こ
れ
ま
で
鋭
意
協
議
を
行
っ
て
き
た
。
ま
た
、
大
使
館
は
先
方
と
協

議
を
開
始
す
る
前
か
ら
市
場
に
お
い
て
物
件
を
探
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
協
議
と
並
行
し
て
物
件
を
探
し
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
協
議
の
内
容
等
は
、
随
時
、
外
務
省
大
臣
官
房
に
公
電
等
で
報
告
が
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、
御
指
摘
の
契
約
を
締
結
し

た
日
の
前
日
で
あ
る
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
に
合
意
し
た
も
の
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日
内
閣
衆
質
一
六
五
第
二
三
四
号
）
七
に
つ
い
て
等
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、

御
指
摘
の
「
新
建
物
」
は
、
大
使
館
の
事
務
所
と
し
て
の
機
能
の
み
を
持
た
せ
る
と
い
う
こ
と
で
建
設
さ
れ
た
こ
と
等
か
ら
、

「
新
建
物
」
の
中
に
大
使
公
邸
を
建
設
す
る
計
画
は
な
か
っ
た
。

十
二
及
び
十
三
に
つ
い
て

一



先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
二
七
五
号
）
五
か
ら
八
ま
で
、
十
一
及
び
十
二
に
つ
い

て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
大
使
館
の
事
務
所
の
移
転
以
前
か
ら
、
先
方
と
頻
繁
に
協
議
を
行
い
、
様
々
な
検
討
を
行
っ
て

き
た
が
、
先
方
は
、
大
使
公
邸
及
び
旧
事
務
所
の
建
物
は
一
体
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
と
し
て
、
分
割
に
つ
き

否
定
的
で
あ
り
、
他
に
大
使
公
邸
用
の
物
件
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
形
で
賃
貸
借
し
て
き

た
が
、
今
般
、
旧
事
務
所
の
大
半
を
返
却
す
る
こ
と
で
合
意
に
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
無
駄
遣
い
」
と
の
御
指
摘
は
当
た

ら
な
い
と
考
え
る
。

十
四
に
つ
い
て

犯
罪
の
成
否
は
、
捜
査
機
関
が
収
集
し
た
証
拠
に
基
づ
き
個
々
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
答
弁
は
差
し
控
え
た

い
。

二


